
 

 

 

 

 

 

半田市立青山児童センター・地域子育て支援拠点運営事業者 

公募型プロポーザル 実施要領 
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半田市 子ども未来部 子ども育成課 



 

１ 

 

１ 趣旨 

  児童館は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４０条に基づく児童厚生施設

であって、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的

とした施設です。 

本市では、児童館において、地域における全ての子どもと子育て家庭を対象とした、

安全に安心して過ごせる場所として「青山児童センター」の運営及び地域子育て支援拠

点の運営主体となる事業者を募集します。 

今回の募集は、令和８年度から事業者において、仕様書に基づき「青山児童センタ

ー」の管理・運営を行うとともに、地域子育て支援拠点事業(児童福祉法第６条の３第

６項に規定する事業)として、乳幼児親子が相互の交流を行う場所を開設し、子育てに

ついての相談、情報の提供、助言その他の援助を行い、児童の健全育成を促進し、安全

に安心して過ごせる居場所づくりを進めていただく必要があります。 

 

２ 募集の概要 

(１)施設 

所在地 半田市花園町四丁目５番地の５（半田市立青山児童センター） 

児童センター 

開館

時間 

半田市児童館条例管理規則第３条に基づくものとする。 

(現時点参考) 

・４月１日から９月３０日まで 

午前９時３０分から午後６時まで 

・１０月１日から３月３１日まで 

午前９時から午後５時３０分まで 

休館

日 

半田市児童館条例管理規則第４条に基づくものとする。 

(青山児童センター現時点参考) 

・第２、第４土曜日  ・日曜日 

・国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定

する休日 

・１月２日、３日及び１２月２９日から同月３１日まで 

地域子育て支援拠点 原則として週５日以上かつ１日５時間以上開設すること 

 

（２）配置職員数 

事業 配置職員について 

児童センター 館長１名、児童厚生員２名以上配置すること。 

地域子育て支援拠点 子育て支援員を２名以上配置すること。 

 

（３）業務期間 

  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

  （※準備期間 令和７年１０月から令和８年３月３１日まで） 
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３ 公募スケジュール（予定） 

  本事業選定に関するスケジュールは、概ね次のとおりです。 

  

４ 業務内容及び範囲等 

仕様書を確認の上、サービス水準が低下しないことを前提として、以下の提案をして

ください。 

（１）児童館の運営全般に関する業務 

（２）児童館の維持管理全般に関する業務 

（３）児童館の利用促進に寄与する業務 

（４）その他利用者増加や子どもの居場所づくり事業 

（５）地域子育て支援拠点の運営に関する業務 

 

５ 事業収支 

  受託者が委託期間中に必要な経費の提案を求めます。管理運営経費の上限額は次のと

おりです。提案額については、各事業の上限額を超えないものとします。 

  青山児童センター事業経費上限額  ４２，１８７，０００円 

  地域子育て支援拠点事業経費上限額 ３５，３１４，０００円 

        計          ７７，５０１，０００円 

 

６ 事業運営の公募 

（１）プロポーザルの参加について 

項目 日程 

募集の公表 令和７年７月８日（火）ホームページ・公式ＬＩＮＥ 

参加表明書等及び 

質問書受付期間 
令和７年７月８日（火）～７月２２日（火） 

質疑の回答 令和７年７月２８日（月）まで 

提案書等の 

受付期間 
令和７年７月２９日（火）～８月２８日（木）午前９時～午後５時 

審査 令和７年９月中旬（予定）※応募者数により決定 

事業者の選定 令和７年９月下旬（予定） 

事業者準備期間 令和７年１０月～ 

事業開始 令和８年４月１日～ 
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  （ア）提出書類 

番号 提出書類 

１ プロポーザル参加表明書 

２ 事業者の概要（様式１） 

３ 代表者の履歴書（様式２） 

４ 国税・地方税の納税証明書(参加表明書提出日前 1か月以内発行のもの) 

（イ）提出期間 

令和７年７月８日（火）から令和７年７月２２日（火）まで（土・日・祝日を 

除く。）の午前９時から午後５時まで。 

（ウ）提出先 

     半田市子ども未来部子ども育成課（半田市東洋町二丁目１番地） 

     電話番号 ０５６９－８４－０６５８ 

     メール  kodomoikusei@city.handa.lg.jp 

（エ）留意事項 受理後の書類の訂正、再提出後等は原則として認められません。 

  （オ）参加資格要件審査結果 

     参加表明書提出後、参加資格要件審査結果通知書にて通知します。 

 

 （２）応募の資格 

   次の各号のいずれも満たす法人格を有する法人であること。 

① 児童福祉事業の運営実績があること。 

② 半田市立青山児童センターの運営に関する業務委託及び半田市地域子育て支援拠点

事業に関する業務委託を受託できること。 

③ 契約締結までの間に令和６・７年度の半田市の入札参加資格（物品等）を有する者

であること。 

④ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当してい

ないこと。 

⑤ 本プロポーザル実施の参加表明書の提出から委託契約締結日までのいずれの日にお

いても、半田市指名審査等事務取扱要綱の規定に基づく指名停止措置期間のないこ

と。 

⑥ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始申

立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手

続開始の申立てがなされている者（ただし、更正計画の認可が決定し、又は再生計

画の認可の決定が確定した者を除く。）ではないこと。 

⑦ 国税（消費税及び地方消費税を含む。）、都道府県税及び市町村税の滞納がない者

であること。 

⑧ 半田市暴力団排除条例（平成２３年条例第１９号）第２条第１項及び第２号に該当

しないこと 
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 （３）失格条件 

 次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とする。 

①応募資格に規定する要件を満たさなくなった場合 

②提出書類等の内容に虚偽の記載があった場合 

③見積額が提案上限金額を超過している場合 

④プレゼンテーション審査に参加しなかった場合 

⑤提案に関して、選考の公平性を害する行為があった場合 

⑥著しく信義に反する行為等、プロポーザル審査委員会が失格であると認めた場合 

⑦他の事業者の代表者等を兼ねて提案した場合 

⑧人員配置計画に記載した配置予定者を、契約締結までに確保できなった場合 

⑨その他、半田市が指示した事項及び本提案に関する条件に違反した場合 

 

 （４）質疑回答 

   応募に当たっての質疑は次のとおりです。 

（ア）質問の受付 

質問事項を質問書（様式３）に記入し、半田市子ども未来部子ども育成課に令 

和７年７月８日（火）から令和７年７月２２日（火）までに提出してくださ

い。（ＦＡＸ、電子メール可。） 

  （イ）質問の回答 

     質問に対する回答は、令和７年７月２８日（月）までに半田市ホームページに

掲載します。 

 

 （５）提案書等の提出方法 

   次の書類を提出してください。 

（ア）提出書類 

番号 提出書類 

１ 直近３年分の決算書等財務状況がわかるもの※原本証明されたもの 

２ 現在運営している施設又は事業に関する資料（任意様式） 

３ 法人の定款（写し）※原本証明されたもの 

４ 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

※応募申込日前３か月以内に発行されたもの 

５ 法人理事会議事録等の写し（任意様式） 

※本公募への応募につき、法人として意思決定していることが確認でき、原

本証明されたもの 

６ 提案書について（任意様式） 

（イ）提出部数 

原本 1部（クリップ止め、Ａ４判縦） 

コピー６部（書類は、Ａ４判縦・両面印刷・左綴じ）※複写可 
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（ウ）提出期間 

令和７年７月２９日（火）から令和７年８月２８日（木）まで（土・日・祝日 

を除く。）の午前９時から午後５時まで。 

※書類は提出前日までに下記に連絡の上、持参により提出してください。 

  （エ）提出先 

     半田市子ども未来部子ども育成課（半田市東洋町二丁目１番地） 

     電話番号 ０５６９－８４－０６５８ 

     メール  kodomoikusei@city.handa.lg.jp 

（オ）留意事項 

受理後の書類の訂正、再提出後等は原則として認められません。 

 

８ 審査・選定の方法 

（１）審査方法 

提出書類及び面接審査（以下、「プレゼンテーション」という）により選考しま

す。なお、参加者多数の場合は、提案書等の書類審査のみで一次審査を行い、上

位５者程度を対象にプレゼンテーションによる二次審査を行います。 

 （２）事業者の選定 

選考委員会による審査結果を基に市長が事業者を決定します。 

ただし、審査結果により事業者の「該当なし」とする場合があります。 

（３）一次審査及び結果の通知 

参加者多数の場合は、提案書等の書類審査のみで行い、審査した結果、一次審査参

加者全員に対して通知します。 

（４）二次審査及び結果の通知 

（ア）提出書類に基づくプレゼンテーション（１５分程度予定） 

（イ）質疑応答（１０分程度予定） 

入室は４名以内とし、プレゼンテーション結果を基に順位付けを行います。 

審査した結果、二次審査参加者全員に対して通知します。また、本市子ども育成 

課のホームページに決定した事業者名等を公表します。 

（５）その他 

① 提出された書類に虚偽や記載の不備があった場合は応募を取り消す場合がありま

す。 

② 提出された書類等は、情報公開の対象となり請求により開示する場合があります

ので、予めご承知ください。 

③ 応募に要する費用は、応募者の負担とします。また、選定後の事業計画の中止・

延長・選定されなかったことによる損害等も同様とします。 

④ 決定した事業者の応募計画の変更は、原則として認めませんが、サービスの向上

につながるものや施設の実施設計に伴う軽微な変更等やむを得ないもので、審査

の評価に影響を与えないものは、本市と協議の上認める場合があります。 
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⑤ 決定した事業者において、本募集要項に記載された事項に虚偽事項、若しくは重

大な違法行為があると認めるとき、又はその他の事情により適切な事業の実施が

困難と認めるときは、本選考による決定を取り消すことがあります。また、この

場合、事業者が既に要した費用の弁済を市へ求めることができないものとしま

す。 

⑥ 評価結果が同点となった場合は、委員会で協議の上、上位の者を決定とします。 

⑦ 選定の結果に対する異議の申し立て、質問などは受け付けません。 

 

９ 評価項目等 

 評価項目 評価内容 
配点比率 

(合計１１５) 

運
営
方
針
・
実
績 

児童館運営に関する基
本的な考え方について 

・児童館運営に対する熱意や基本となる考え方は、施設の性
格、機能及び役割を理解した上で、利用しやすさ等、利用者
（特に子ども）の視点での方針となっているか。 

５ 

児童館運営の実績につ
いて 

・児童館運営の実績から事業の質に問題はないか。 
・児童福祉事業等の運営のノウハウ、資格、能力があるか。 

１０ 

地域子育て支援拠点運
営に関する基本的な考
え方について 

・地域子育て支援拠点運営に対する熱意や基本となる考え
方施設の性格、機能及び役割を理解した上で、利用しやすさ
等、利用者（特に子ども）の視点での方針となっているか。 

５ 

地域子育て支援拠点運
営の実績について 

・地域子育て支援拠点運営の実績から事業の質に問題はな
いか。 
・地域子育て支援拠点運営のノウハウ、資格、能力があるか。 

１０ 

サービス向上について
の考え方について 

・利用者（特に子ども）の意見の把握方法・反映方法は効果
的・明確か。 
・苦情への対応は適切か 

１５ 

事
業
提
案
等 

事業計画について 

・児童厚生施設の設置目的に沿った提案か。 
・効果的に予算を使用するものか。 
・地域住民や関係団体との連携につながる提案か。 
・ニーズに応じた魅力ある居場所づくりができる提案か。 

２５ 

施設の設置目的を最も
効果的に達成する事業
について 

・子ども育成活動に関する提案が具体的かつ効果的な提案
になっているか。 
・子育て支援活動に関する提案が具体的かつ効果的な提案
になっているか。 

２０ 

事
業
者 

施設の管理体制につい
て 

・適切な人員配置、労働条件か。 
・資格等は要件を満たすか。 
・指揮命令系統が明確か。 

５ 

運営経費（見積書）に
ついて 

応募者中の最低提案金額 
――――――――――― × 50（小数点以下切り捨て） 
当該応募者の提案金額 

５ 

運営組織について 
・団体の経営状況は健全か。 
・該当施設の管理運営をサポートする体制があるか。 

５ 

市との協力関係につい
て 

・事業運営にあたり、本市と良好な協力関係は築けるか。 １０ 
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１０ 留意事項 

（１）追加資料の提出 

市が認めたときは、追加の資料を求めることがあります。 

（２）応募に係る費用 

提出書類等の提出その他応募に要する費用については、すべて参加者の負担とし

ます。 

（３）提出書類等の取扱い 

提出された応募書類は、青山児童センター・地域子育て支援拠点運営事業の選定

に使用し、その他の目的には使用しません。また、提出された応募書類は返却し

ませんが、本市において、適切に管理します。 

（４）参加の辞退 

やむを得ず応募を辞退する場合は、辞退届（様式４）を提出してください。 

（５）失格 

応募内容に偽りが判明した時は、その団体を失格とする場合があります。 

 

１１ 問い合わせ先 

   半田市子ども未来部子ども育成課 

   〒４７５－８６６６ 半田市東洋町二丁目１番地 

   電 話 ０５６９－８４－０６５８ 

   ＦＡＸ ０５６９―８４－０６１０ 

   メール kodomoikusei@city.handa.lg.jp 


